
平成 19年 9月号23

お　

知　

ら　

せ

そ
の
他

※
駐
車
場
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
で
き
る
限
り
公
共
交
通
機
関
な

ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

鳥
取
県
弁
護
士
会

　

☎
０
８
５
7
‐
22
‐
３
９
１
２

※
た
だ
し
、
開
催
日
当
日
は
、

　

鳥
取
地
方
裁
判
所
米
子
支
部

　

☎
０
８
５
９
‐
22
‐
２
２
０
５

　

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

法
務
行
政
相
談

　

鳥
取
地
方
法
務
局
に
よ
る
法
務
行

政
相
談
で
す
。

◆
日
時

　

10
月
3
日
（
水
）
10
時
〜
15
時

◆
場
所　

米
子
市
文
化
ホ
ー
ル　

　
　
　
　

２
階
研
修
室
２

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

鳥
取
地
方
法
務
局
総
務
課

　

☎
０
８
５
７
‐
22
‐
２
１
９
１

◆
失
業
給
付
の
受
給
資
格
要
件
の
変

更
　

雇
用
保
険
の
基
本
手
当
を
受
給
す

る
た
め
に
は
、
週
所
定
労
働
時
間
の

長
短
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
、
11
日

以
上
勤
務
し
た
月
が
12
月
必
要
に
な

り
ま
す
。

◆
育
児
休
業
給
付
の
給
付
率
が
上
が

り
ま
す

   

平
成
19
年
3
月
31
日
以
降
に
職
場

復
帰
さ
れ
た
方
か
ら
平
成
22
年
3
月

31
日
ま
で
に
育
児
休
業
を
開
始
さ
れ

た
方
を
対
象
に
、
給
付
率
が
休
業
前

賃
金
の
40
％
か
ら
50
％
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

◆
教
育
訓
練
給
付
の
給
付
要
件･

内

容
の
変
更

　

3
年
以
上
の
被
保
険
者
期
間
が
必

要
で
あ
る
給
付
要
件
を
、
初
回
に
限

り
1
年
以
上
に
緩
和
し
ま
す
。
給
付

率
は
20
％
、
上
限
額
は
10
万
円
に
統

一
し
ま
す
。

　

そ
の
他
変
更
事
項
を
含
め
、
詳
し

く
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
米
子

　

☎
０
８
５
９
‐
33
‐
３
９
１
１

　

地
域
に
密
着
し
た
警
察
行
政
を
進

め
る
た
め
に･

・
・

　

警
察
署
協
議
会
と
は
、
警
察
が
地

八
橋
警
察
署
協
議
会
委
員

域
住
民
の
声
に
沿
っ
た
活
動
を
行
う

目
的
で
、
法
律
に
基
づ
き
、
全
国
の

警
察
署
に
設
置
さ
れ
て
い
る
機
関
で

す
。

　

八
橋
警
察
署
協
議
会
は
、
管
内
の

大
山
・
琴
浦
両
町
か
ら
鳥
取
県
公
安

委
員
会
に
よ
り
委
嘱
さ
れ
た
6
人
の

委
員
で
構
成
さ
れ
、
各
委
員
は
、
地

域
を
代
表
し
て
警
察
活
動
に
関
す
る

い
ろ
い
ろ
な
提
言
を
行
い
ま
す
。

　

警
察
で
は
、
各
委
員
か
ら
い
た
だ

い
た
提
言
を
参
考
に
し
、
地
域
住
民

の
方
と
共
通
の
問
題
意
識
を
持
ち
、

地
域
に
密
着
し
た
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

大
山
町
の
八
橋
警
察
署
協
議
会
委

員
は
、
次
の
3
人
で
す
。

　

松
信
多
栄
子
さ
ん
（
石
井
垣
）

　

法
橋
誠
一
さ
ん
（
御
来
屋
）

　

大
塚
典
子
さ
ん
（
神
原
）

10
月
1
日
か
ら
雇
用
保

険
法
が
変
わ
り
ま
す

終
戦
当
時
の
引
揚
者
の
方
へ

〜
通
貨
・
証
券
な
ど
を

お
返
し
し
て
い
ま
す
〜

　

税
関
で
は
、
お
預
か
り
し
て
い
る

次
の
通
貨
・
証
券
な
ど
を
お
返
し
し

て
い
ま
す
。

◆
終
戦
後
、
外
地
か
ら
引
き
上
げ
て

こ
ら
れ
た
方
が
、
上
陸
港
の
税
関
、

海
運
局
に
預
け
ら
れ
た
通
貨
・
証
券

な
ど

◆
外
地
の
集
結
地
に
お
い
て
総
領
事

館
、
日
本
人
自
治
会
な
ど
に
預
け
ら

れ
た
通
貨
・
証
券
な
ど
の
う
ち
日
本

に
返
還
さ
れ
た
も
の

　

返
還
の
申
し
出
は
、
ご
本
人
ば
か

り
で
な
く
、
ご
家
族
の
方
で
も
結
構

で
す
。
お
心
当
た
り
の
方
は
、
上
陸

港
を
所
轄
す
る
税
関
ま
た
は
境
税
関

支
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

境
税
関
支
署
（
境
港
港
湾
合
同
庁
舎
内
）

　

☎
０
８
５
９
‐
42
‐
２
２
２
８

　

FAX
０
８
５
９
‐
42
‐
３
８
９
3

特
別
弔
慰
金

　

特
別
弔
慰
金
の
請
求
は
お
済
み
で

す
か
？　

期
限
は
、
平
成
20
年
3
月

31
日
で
す
。

   

こ
の
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、
法
律

の
規
定
に
よ
り
、
特
別
弔
慰
金
を
受

け
る
権
利
が
消
滅
し
ま
す
。

◆
対
象
者

　

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、
平
成
17
年
4
月
1
日
に
お
い

て
、
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年
金
な
ど

を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、
次

の
順
番
に
よ
る
優
先
順
位
の
ご
遺
族

お
一
人
に
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

１
．
弔
慰
金
の
受
給
権
者

２
．
戦
没
者
な
ど
の
子

３
．
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟

姉
妹
（
戦
没
者
な
ど
と
生
計
関
係
を

有
し
て
い
な
か
っ
た
方
な
ど
は
除
き

ま
す
）

４
．
前
記
３
以
外
の
①
父
母
②
孫
③

祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

５
．
前
記
１
か
ら
４
以
外
の
三
親
等

内
の
親
族
（
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時

ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
生
計
関
係

を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
）

◆
給
付
内
容

　

額
面
40
万
円
、
10
年
償
還
の
記
名

国
債

◆
請
求
窓
口

　

福
祉
保
健
課
ま
た
は
各
支
所
福
祉

課
ま
で

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
保
健
課

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
７

　

中
山
支
所
福
祉
課

　

☎
０
８
５
８
‐
58
‐
６
１
１
２

　

大
山
支
所
福
祉
課

　

☎
０
８
５
９
‐
53
‐
３
１
３
６


